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達

玄

四
分
律
宗
の
開
祖
道
宣
は
、
中
国
的
風
土

の
中
で
、
四
薬

(時
薬

・

非
時
薬

・
七
日
薬
・
尽
形
寿
薬
)
に
対
す
る
伝
統
的
解
釈
に
基

づ
き
な
が

ら
も
、
中
国
出
家
教
団

へ
の
適
合
口
を
つ
ね
に
念
頭
に
置
い
て
、
独
創
的

見
解
を
試
み
た
。
手
始
め
と
し
て
、
し
ば
し
ば
仏
教
批
判
の
対
象
と
な

つ
た
魚
肉
を
取
上
げ
て
い
る
。
梁
の
武
帝
は

「
断
酒
肉
文
」
を
公
表
し

て
そ
の
禁
止
を
訴
え
た
が
、
律
僧
で
さ
え
病
時
の
肉
食
を
認
め
る
意
見

(1
)

(2
)

(3
)

を
示
し
た
し
、
「法
苑
珠
林
」
「
釈
門
自
鏡
録
」
「冥
報
記
」
な
ど
に
も
、

肉
食
者
が
多
か
つ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
魚
肉
の
禁
止
は
不

徹
底
で
あ

つ
た
。
道
宣
も

「行
事
砂
」
で

「諸
律
並
明
二魚
肉
一為
二時

(
4
)

食

こ

と

い

つ
て
、

魚

肉

が

時

食

と

し

て
認

め

ら
れ

て

い
た

こ

と

を

前

提

と

し
な

が

ら

も
、

大

乗

的

見

地

か
ら

す

れ

ば
、

今
有
二
凡
愚
一多
嗜

二諸
肉

幻
罪

中
之
大
勿
レ
過
二
於
此
幻
故
屠
者
販
売
、

但
為
二

食
肉
之
人
殉
必
無
二
食
者

一亦
不

二屠

殺
殉
…
…
今
学
戒
者
多
不
レ
食
レ
之
。

与
二

中
国
大
乗
僧

二同
例
、

有
下
学

二
大
乗
語

一者
鉛
用
二
酒
肉

一為
二
行

解
殉
則

大

小

(5
)

二
教
不
レ
収
。
自
入
二屠
児
行
内
殉
天
魔
外
道
、
尚
不
レ食
二酒
肉
殉

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
し
、
飲
酒
肉
食
が

一
般
化
し
て
い
た
こ
と

を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
道
宣

の
見
解
と
し
て
は
、
諸

律
が
魚
肉
を
時
食
と
し
て
い
る
の
は
、
廃
前
の
教

(方
便
教
)
と
し
て
で

あ

つ
て
、
基
本
的
に
は

「
浬
繋
経
」
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
肉
食
禁
止

の
立
場
を
と
る
こ
と
に
あ
つ
た
。
道
宣
に
よ
れ
ば
、
肉
そ
の
も
の
は
胎

卵
湿
化
の
四
生
の
肉
で
は
な
く
、
衆
生
を
度
せ
ん
が
た
め
に
、
た
だ
そ

の
形
を
現
わ
し
た
ま
で
で
あ
る
と
説
明
し

て

い
る
。
だ
が

「何
由
得

(
6
)

レ
肉

而

轍
。

唯

自
死

者
」

と

い

つ
て
、

自

死

の
肉

は
認

め

て

い

る

か
ら
、

律

宗

と

し

て

は
全

面

的

に
肉
食

を

禁

止

し

た

の

で

は
な

か

つ
た

よ

う

で

あ

る
。

道

宣

は
四

薬

に
対

す

る

諸
律

の
見

解

を

示

し

て
、

上
来
弁
者
、

一
切
経
律
随
レ事
弁

レ
体
。

同
二
此
宗

二者
具
ハ列
如
レ
上
。

今
有

二愚

夫

一非
時
妄
轍
。

謂
杏
子
湯

・
乾
餐
汁

・
果
漿
含
レ
津

・
繭
根

・
米
汁

・
乾

地
黄
・

茨
苓
末
、

諸
薬
酒
煎
非
二
鍼
苦
殉
格
レ
ロ
者
非
時

撒
レ
之
。

並
出
在
二
自

心
輔
妄
愚
二
聖
教
幻
不
レ
如
鍛
レ
飯
、

末
二
必
長

悪
、

引
二
誤

後

生
、

罪
流

二
長

(
7
)

世
殉

と
い
つ
て
、
四
薬
に
対
す
る
規
定
す
ら
守
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
を

伝
え
て
い
る
。
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道
宣

は
四
薬
の
分
類
に
基
づ
い
て
、
六
味
に
よ
つ
て
四
薬
を
時
量

・

更
量

・
七
日
量

・
一
期
量

・
大
開
量
の
五
種
に
分
類
し
て
い
る
。
時
量

と
は
、

七
日
薬
以
外
の

二
切
の
可
食
物
で
、

こ
れ
を
依
時
量
食

と

い

う
。
更
量

と
は
、
平
具
よ
り
二
更
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
服
す
る
こ
と

が
で
き
る

二
切

の
漿

・
甘
薦
等
で
、
こ
れ
を
依
更
量

と
い
う
。
七
日
薬

と
は
、
蘇

・
油

・
蜜

・
沙
糖
等
で
、
こ
れ
を
依
七
日
量
と

い
う
。

二
期

量
と
は
、
受
戒
よ
り

二
期

の
終
り
ま
で
、
昼
夜
を
問
う
こ
と
な
く
、

つ

ね
に
服

す
る
こ
と
の
で
き
る
甘
草
等
で
、
こ
れ
を
依

二
期
量
と
い
う
。

大
開
量
と
は
、
「善
見
律
」
が
い
う
よ
う
に
、
急
病
の
と
き
服
す

る

こ

と
の
で
き
る
灰

・
土

・
水

・
尿

・
尿
の
五
つ
を
い
い
、
こ
れ
を
依
大
開

量
と
い
う
。

こ
れ
は
世
人
の
捨
て
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
受
作
法
を
要

し
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
道
宣
は

「
十
諦
律
」
や

「摩
得
勒
伽
論
」
を
参
考
と
し
て
、

受
得
し
た
食
物
が
時
間

の
経
過
に
よ

つ
て
、
品
質

に
変
化

が
生
じ
て

も
、
な
お
受
を
成
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

「
転
変
」
に
つ
い
て
の
べ

て
い
る
。

こ
れ
を

「非
時
転
変
」
と

「時
薬
転
変
」
に
分
類
し
、
前
者

は
葡
萄
漿
が
変
じ
て
苦
酒
と
な
る
場
合
と
、
酒
に
な
る
場
合

で
可
否
を

判
定
し
、
後
者
は
甘
薦
を
例
と
し
て
、
時
薬
を
非
時
薬
又
は
七
日
薬

・

尽
形
寿
薬
と
し
て
、
服
用
を
認
め
て
い
る
。

ま
た
病
人
は
、
病
人
食
よ
り
も
普
通
食
を
望
む
こ
と
が
強
い
の
で
、

「相
和

」
と
い
つ
て
、
栄
養
価
の
高
い
食
物
と
す
る
た
め
に
、
四
薬
を

和
合
し

て
服
用
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
道
宣
は
、
四

薬
に
積
極
的
な
解
釈
と
受
食
法
を
の
べ
た
が
、

受
食
に
対
す
る
宗
教
的

な
意
義
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
「薩
婆
多
論
」
の
五
義

説
を
採

用

し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

一
為
レ断
二盗
霧
因
縁
、
二
為
レ作
二証
明
コ
ニ
為
レ
止
二誹
誘
、
四
為
レ成
二少
欲

(8
)

知
足
、

五
為
下
物
生
レ
信
令
外
道
得
占
益
。

そ

し

て
受

食

に
関

し
、

能

受

の
者

を
規

定

し

て

能
受
者
、

清
浄
持
戒
無
レ
殿
。

故
言
住
自
性
。
欲

二求
飲
食

一名
為
二
求
得

殉
此

処
受
レ
食
、

即
度
二
与
余
比
丘

袖
不
レ
須
二
更
受
殉
即
名
二此

比

丘
一
為

二
能

受
幻

若
破
戒

・
被
濱

・
別
住

・
十
三
難

・
三
挙

・
滅
濱

・
応
滅
横

・
学
悔
等

人
、

(
9
)

不
レ成
レ受
故
。

と
い
つ
て
い
る
。

さ
て
、
所
受
の
食
物
は
可
食
物
で
あ
れ
ば
、

す
べ
て
受
け
る
べ
き
で

(
1
0
)

あ

る

が
、

道

宣

は

「
所

受

食
、

初

汎

明
二
須

不
、

二
明

二
転

変

ご

と

い

つ
て
、

「
須

不

」

と

「
転

変

」

の
二

点

よ

り
論

じ

て

い
る
。

「
転

変

」

に

つ

い
て

は

す

で

に

の

べ

た
通

り

で
あ

る

が
、

「
須

不

」

と

は
、

受

け

る

こ
と

の

で

き
る

も

の

と
、

で

き

な

い
も

の

の

意

で

あ

る

と

い

つ

て

い

る
。

こ

れ

に

つ
い

て

「
行

事

砂

」

は
、

初
中
十
諦
、

五
種
塵
不
レ
須
レ
受
。

謂
食
塵

・
穀

塵

・
衣
塵

・
水
塵

・
風
塵
。

応
ニ是
細
者
、

若
髭
須
レ受

善
見
、

若
塵
大
落
二
鉢
中
、

可
レ
除
者
去
レ之
、

余

者

不

犯
、

細

者

更
受
。

前
十
舗
者
、
或
無
レ
人

処
国
或
是
轡
萌
中
塵
。

行
レ
食
時
、

比
座
余
食
、
送

二
入
鉢

申

一成
レ
受
。

僧

祇
、

二
切
塵
、

二
切
更
受
。

除
二
畜

生
振
レ
身
塵
幻
若
作
意
成
レ
受
。

乃
至

行
二

餅
魏
飯
等
、

料
二
撤

筐
器
、

送

二
落

鉢

中
、

不
二
作

意

鰍
者

不
レ
成
。

反
レ
上
成

道

宣

の

食

物

観

(佐

藤
)
 

九
九

-581-



道

宣

の

食

物

観

(
佐

藤
)
 

一
〇
〇

レ受
。
僧
尼
互
浄
、
互
受
。
善
見
、
若
病
急
縁
、
大
小
便

・
灰
土
得
二自
取
叩

明
了
論
名
二大
開
量
↓
如
二下
巻
説
幻
律
中
灰
土

・
泥
等
須
レ受
。
応
有
レ
人

煙
・

と
い
つ
て
い
る
。

こ
の
説
明
で
も
分
る
よ
う
に
、
五
種
の
塵
が
附
着
し

た
食
物

を
受
け
る
か
否
か
、
に
つ
い
て
の
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「十

諦
律
」

は
細
か
い
塵
の
つ
い
た
も
の
は
、
受
け

て
な
ら
な

い
と
す
る

が
、
「
善
見
律
」
は

「細
な
る
も
の
は
更
に
受
け
よ
」
と
反
対
意
見
を

の
べ
て

い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
道
宣
は
註
を
加
え
て
、
前
者
は

「人
無

き
処
」

に
つ
い
て
言
つ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は

「応
に
人
あ
る
処
な

る
べ
し
」

と
い
つ
て
、
両
者
を
和
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
見
を
の
べ
て

い
る
。

こ
の
道
宣
の
和
合
説
に
つ
い
て
、
大
覚
は

「
四
分
律
紗
批
」
巻

十
九
で
、
当
時
種

々
の
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
、

つ
ぎ
の
よ
う

に
の
べ
て
い
る
。

十
諦
、
五
種
塵
不
レ用
レ受
。
善
見
、
令
レ受
。
二
文
相
違
者
、
解
云
、
前
十

諦
、
恐
是
無
人
処
故
、
不
レ須
レ受
。
此
見
論
拠
有
人
処
也
。
又
一
解
云
、
前

十
諦
所
明
、
拠
小
塵
。
眼
所
レ不
レ見
者
故
、
不
レ須
レ受
。
見
論
、
拠
二
是
眼

所
見
者
弔
理
須
レ受
也
。
善
見
、
若
塵
落
二鉢
中
↓
乃
至
余
者
不
犯
。
細
者
更

受
者
、
意
云
、
最
大
者
、
余
之
極
小
、
眼
不
レ見
者
、
不
レ須
レ受
。
故
言
二不

犯
殉
若
不
者
、
是
眼
所
見
、
不
レ
可
二捉
得

者
、
須
レ受
。
故
言
二細
者
更
受
殉

又
解
、
余
不
犯
者
、
立
云
、
是
望
二草
木
等
一棄
却
。
又
不
触
食
故
云
、
不

犯
。
又
云
、
余
者
是
食
也
。
既
除
二所
落
之
塵
一己
。
余
食
不
レ成
レ触
。
故
不

(
1
2
)

巳
。

ま
た
、
元
照
の

「
四
分
律
行
事
砂
資
持
記
」
巻

中
に
も
、

こ
れ
に
つ
い

て
、十

諦
五
塵
不
受
、
在
レ文
少
漫
。
如
二注
通
7之
。
善
見
初
明
二塵
落
叩
可
レ決
ニ

(
1
3
)

十
諦
殉
注
中
両
意
、
和
二会
律
論
。

と
い
つ
て
、
道
宣
と
同
意
見
を
の
べ
て
い
る
。

つ
ぎ
に

「行
事
砂
」
は
四
種
浄
地
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
が
、

こ
の

浄
地
と
は
僧
伽

の
一
部

の
土
地
を
指
定
し
て
、
厨
房
の
地
と
し
て
こ
こ

に
食
物
を
貯
蔵
し
、
あ
る
い
は
料
理
し
て
も
律
制
に
触
れ
な
い
と
す
る

浄
地
法
に
つ
い
て
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
比
丘

た
ち
は
波
逸
提
第
三
十

八

「食
残
宿
戒
」
に
よ
つ
て
食
物
の
貯
蔵
が
禁

じ
ら
れ
て
い
た
し
、
同

第
十

一
「
壊
生
種
戒
」
に
よ
つ
て
、
生
き
て
い
る
根
茎
の
類
や
果
物
を

受
け
る
こ
と
も
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
果
物
な
ど

は
浄
人
に
よ
つ
て
傷

つ

け
さ
せ
る
浄
法
に
よ
つ
て
、
死
果
と
し
て
食

べ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
が

定
め
ら
れ
て
い
る
。

多
数
の
比
丘
た
ち
が
居
住
し
て
い
た
中
国

の
寺
院
で
は
、
多
量
の
食

物
を
必
要
と
し
た
か
ら
、

こ
の
浄
地
法
は
不
可
欠
の
便
法
と
し
て
重
視

さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「行
事
砂
」
が
の
べ
る
四
種
の
浄
地
は
、
「
四

分
律
」
の
薬
健
度
が
の
べ
る
も
の
に
相
当
す

る
。
こ
の
浄
地

の
設
定

は
、
寺
院
建
立
の
と
き
に
預
め
食
糧
貯
蔵
庫
用

の
場
所
と
し
て
、
僧
伽

で
白
二
凋
磨
に
よ
り
、
特
別
な
除
外
地
と
し
て
指
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
決
定
さ
れ
た
除
外
地
は
、
僧
伽
に
寄
進
さ
れ
た
土
地
で
あ
つ

て
も
、
寺
院
に
属
さ
な
い
土
地
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
つ
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て
、
そ
こ
に
食
物
が
保
管
さ
れ
て
も
、
僧
伽
の
所
有
物
と
は
認
め
な
い

か
ら
、
比
丘
た
ち
は
そ
の
食
物
を
食
べ
て
も
、
「宿
食
戒
」
に
触

れ
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
行
事
砂
」
は
四
種
浄
地
と
し
て
、
(
一
)
籠
踏
不
周
浄
地
、
(
二
)
檀
越
浄

地
、
(
三
)
処
分
浄
地
、
(四
)白
二
結
浄
地
の
四

つ
を
の
べ
て
い
る
。
(
一
)
(
二
)
(
三
)

の
浄
地

の
説
明
は
諸
律
と
同
じ
で
あ
る
が
、
白
二
結
浄
地
を
結
す
る
方

法
が
少
し
く
異
な
つ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
懸
か
に
指
し
て
結
取
す
」
る

の
で
あ
る
と
い
つ
て
い
る
。
こ
の

「懸
指
結
」
法

と
は
、
「行
事
砂
資

(
1
4
)

持
記
」

に
よ
る
と
、
「
僧
在
二大
界
一遙
加
法
」
す
る
も

の
で
あ

り
、
こ

の
法
は
道
宣
に
よ
れ
ば

「古
師
」
の
説
で
あ
る
と
い
つ
て
名
前
を
出
し

て
い
な

い
。
だ
が
景
零

の

「
四
分
律
鋤
簡
正
記
」
巻
十
六
を
み
る
と

(
1
5
)

「古
師
等
者
、
即
魏
朝
慧
光
大
師
也
。
」
と
い
つ
て

い
る
か
ら
、

こ
の

浄
地
決
定
法
は
、
四
分
律
宗
の
開
祖
慧
光
僧
統
の
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い

た
も
の
を
、
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

右
の
四
種
浄
地
の
う
ち
、
正
式
に
潟
磨
作
法
の
必
要
が
あ
る
も
の
は

「
白
二
結
浄
地
」
の
み
で
、
他
の
三
者
は
初
め
か
ら
浄
地
と
し
て
認
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
宿

・
同
煮
は
可
能
で
あ

つ
た
。
た
だ
処

分
浄
地

が
檀
越
の
面
前

で
処
分
す
る
形
式
を
と
る
か
ら
、
形
式
上
で
は

鵜
磨
結
界
の
必
要
が
あ
る
も
の
の
中
に
入
れ
る
見
解

が
と
ら
れ

て
い

(
1
6
)

る
の
で
、
「行
事
砂
」
で
は

「
加
法
中
、
四
浄
二
種
不
レ
作
」
と
い
い
、

ま
た

「檀

越
浄

・
不
周
浄
此
二
処
、
不
レ問
二内
外
昼
夜
幅同
二宿
煮
}無

(
1
7
)

レ
過
。」

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
四
種
浄
地
が
認
め
ら
れ
、
そ

こ
に
浄
厨
(が
造
ら
れ
た
と
し
て
も
、
波
逸
提
法

の

「
露
地
然
火
戒
」
や

「
壊
生
種
戒
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
比
丘
が
自
ら
露
地
で
火
を

燃
す
こ
と
や
、
穀
物
を
煮
る
こ
と
が
禁
ぜ
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
の

禁
制
が

一
時
的
に
も
解
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
が

「
行
事
砂
」
で

い
う
特
別
の
解
禁
措
置

「
倹
開
八
事
」
で
あ
る
。
そ
の
八
事
と
は

「
四

分
律
」
巻
五
十
四
に
よ
る
と
、

仏
聴
二内
宿
・
内
煮

・
自
煮

・
自
取
食
幻
早
起
受
レ食
。
従
レ彼
持
レ食
来
。
若

雑
菓
、
若
池
水
所
出
可
レ食
者
、
如
レ是
皆
聴
下
不
レ作
二
余
食
法
二得
占食
。
大

迦
葉
答
言
、
実
如
二汝
所
説
幻
世
尊
以
二穀
貴
時
世
人
民
相
食
、
乞
求
難
7得
、

(
1
8
)

慈
二懸
比
丘
一故
、
聴
二此
八
事
幻
時
世
豊
熟
、
飲
食
多
饒
。
仏
還
制
不
レ聴
。

と
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
飢
饒
の
際
は
食
糧
の
入
手
が
困
難
で
あ
り
、

か

っ
盗
難
の
発
生
が
憂
慮
さ
れ
る
の
で
、

一
時
的
な
解
禁
方
法
と
し
て

八
事
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
八
事

の
中
、
内
宿

・
内
熟

・
自
熟
の

三

つ
は
諸
律
共
通
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
相
違
が
見
ら

れ
る
。
「行

事
砂
」
の
八
事
が
他
律
と
異
な
る
点
は
、
「余
食
法
」
に
よ

つ
て
、
比

丘
が
乞
食
し
て
得
た
も
の
を
食
べ
る
こ
と
を
認
め
、

こ
れ
に
二
種
の
別

が
あ
る
と
し
て

「
僧
俗
の
二
食
」
を
加
え
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
二
食
は
と
も
に
加
法
す
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
る

の
で
あ

る
。
「行
事

紗
」

は
こ
の
八
事
に
関
し
て
、

若
定
レ罪
者
、
応
レ開
二八
罪
噛
内
宿
・
内
煮

・
自
煮

・
悪
触

・
不
受

・
足
食
・

残
宿
等
、
三
波
逸
提

・
四
突
吉
羅
。
義
加
二壊
生
殉
如
二水
陸
果
子
↓
不
レ受

(
1
9
)

而
食
。
量
令
浄
耶
。

道

宣

の

食

物

観

(
佐

藤
)
 

一
〇

一
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道

宣

の

食

物

観

(
佐

藤
)
 

一
〇
二

と
い
つ
て
、
八
事
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
配
罪
し
て
、
安
易
に
流
れ
易
い

日
常
生
活

に
警
告
を
与
え
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
つ
た
。

さ
て
、
受
得
し
た
食
物
を
食
べ
る
に
は
浄
法
の
手
続
き
が
必
要
で
あ

る
。
浄
と
は

「罪
に
触
れ
な
い
」

の
意
味
が
あ
り
、
本
来
、
罪
に
触
れ

る
行
為
を
種

々
の
手
続
き
に
よ
つ
て
、
犯
罪
か
ら
免
れ
し
め
よ
う
と
す

(
2
0
)

る
配
慮
が
宿
さ
れ
て
い
る
。
比
丘
は
自
分
で
は
作
浄
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
、
地
に
置
い
て
浄
人
に
作
浄
さ
せ
、
手
を
洗

つ
て
受
食
す
る

方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
「
行
事
紗
」
は

「
僧
祇
律
」
を
引
用

し
て
、

(
2
1
)

「毎
二食
時

一上
座
応
レ問
。

果
菜
浄
末
、
無
レ贔
不
。
」
と
問
答
如
法
に
行

う
べ
き
こ
と
を
の
べ
、
「
四
分
律
」
・
「僧
祇
律
」
・
「毘
尼

母
経
」
等

に

よ
つ
て
、
諸
律
の
浄
法
を
あ
げ
て
い
る
。
な
か
で
も

「
四
分
律
」
の
十

種
浄
法
を
中
心
と
し
て
の
べ
、
(
1
)
果
実
の
浄
法
と
し
て
は
、
火
浄

・
刀

浄

・
瘡
浄

・
鳥
琢
浄

・
不
中
種
浄

の
五
種
、
(
2
)
根
種

の
浄
法

と
し
て

は
、
皮
(剥

・
(劇
皮

・
腐

・
破

・
痕
燥
の
五
種
、

こ
の
ほ
か

「僧
舐
律
」

の
揉
携
浄
、
「毘
尼
母
経
」
の
水
漂
浄

・
塵
盆
浄
、
「五
分
律
」
の
総
浄

等
を
引
用
し
て
い
る
。

ま
た
受
食
に
つ
い
て
、
「行
事
砂
」
は
四
薬
の
受
得

に
手
受

・
口
受

の
不
同
が
あ
る
と
し
、
受
食

の
心
構
え
と
し
て
、
(
1
)
器
食
相
対
、
(
2
)
身

心
相
対
、
(
3
)
単
心
無
対
受
、
(
4
)連
絆
触
擬
、
(
5
)
心
境
相
当
受
、
(
6
)
非
心

境
受
の
六
種
を
の
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
六
種

の
中
で
、
「
心
(境
相
当
受
」

が
本
来
の
受
法
で
あ

つ
て
、
授
者

・
受
者

・
食
物
の
三
者
が
(法
に
適

つ

た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
い
つ
て
い
る
。
そ
し
て

「
食
須
観
門

五
別
L
と
い
い
、
食
事
に
臨
ん
で
起
す

べ
き
観
念

を
、
「
五
観
の
偶
」

に
ま
と
め
た
。
表
現
は
多
少
異
な
る
が
、
現
に
禅
門
の
食
事
作
法
に
生

か
さ
れ
て
い
る
。

一
計
二功
多
少
一量
二彼
来
処
殉
二
自
付
二己
徳
行
全
欠
多
滅
殉
三
防
レ
心
顕
レ過

(
2
2
)

不
レ
過
二
三
毒

殉
四
正
事
二
良
薬

一取
済
二
形
苦
幻
五
為
レ成

二道
業

一世
報
非
レ
意
。

五

種

の
観

門

を

こ
の

よ
う

な

形

式

に

ま

と
め

た

の
は
、

道

宣

に

よ

る
も

の

と
思

わ

れ

る
。

と

こ

ろ
受

食

と

い
う
行

為

は
、

手

口
二
受

に

つ
き

る

が
、

「
行

事

砂

」

は

そ

の
制
意

を

つ
ぎ

の

よ
う

に

の

べ

て

い
る
。

手
受
五
義
。

如
二
薩
婆
多

云
、

二
為
レ
断

二盗
矯
因

縁

}故
、

二
為
レ
作
二
証

明

一

故
、

三
為
レ
止
二誹
諺

一故
、

四
為
レ
成

二
少

欲
知

足

一
故
、

五
為
下
生
二
他

信

敬

心
画
令
中
外
道
得
当
益
故
。

(
中
略
)

次

口
受
意
、

為
レ
防
二
護
手

受

一
故
。

若

(
2
3
)

無
二
口
法
一過
午
便
失
。

由
レ
有
二
口
法

一乃

至
二
限
満
殉
又
為
レ
防
二多
罪

一故
。

と

い

い
、

さ

ら

に

「
十

諦

律

」

に

よ

つ
て

時
分
薬

時猶
別是
名非

七

日

・
尽
形
、

是

三
種

薬
、

必
須
レ
有
レ
病
。

非
二挙

宿
悪
捉

一

(
2
4
)

者
、
手

口
二
受
得
レ
服
。

と

い

い
、

さ

ら

に
能

受

の
者

は
、

清
浄

持

戒

の
比
丘

で
あ

る

こ
と

が
条

件

で
あ

り
、

若
破
戒

・
被
濱

・
別
住

・
十
三
難

・
三
挙

・
滅
横

・
応
滅
濱

・
学
悔
等

人
不

(
2
5
)

レ成
レ受
。

と
い
つ
て
、
破
戒
比
丘
の
受
食
に
つ
い
て
細
心

の
注
意
を
払
つ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
四
薬
に
関
す
る
手
口
二
受

の
生
罪
と
、
ど
の
よ
う
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な

罪

を
防

護

す

る

の
か
、

な

ど

を
自

問

自

答

の
形

式

で

つ
ぎ

の

よ

う

に

の
べ

て

い
る
。

(1)
時
薬
手
受
、

過
中
生
三

一罪
殉
失
受
悪
触
、

経
レ
宿

生
二残
宿

・
悪
触

二
罪
幻

如
二
時
薬

一手
受
防
二
二
罪
幻
不
受
悪
触
也
。

口
受
同
レ之
。

(2)
非
時
漿
手
生
二
二
罪
画
同
二
時
薬
中
叩
口
受
生
三
二
罪
幻
明
相
出

有
二
非
時

・

残
宿

・
悪
触
殉

非
時
漿
手
受
防
二
二
罪
、

二
防
一二

往
不
受
、

二
防
二
不
レ受

而
捉
悪
触
。

口

防
三

一罪
、

一
防
二
過
申
失
受
殉
二
防

二過
時
失
受
悪
捉
殉

(3)
七
日
薬
手
生
三

一罪

二同
レ
上
。

口
生
二
五
罪

幻
八
日
明

相

出

為
レ
言
。

謂

残

宿

・
非
時

・
犯
捨
堕

・
悪
触
、

服
二
尼
薩
看
不
捨

薬
一吉

羅
、

具
ニ
足

三
提

二
吉
殉

七
日
薬
手
受
防
二
二
罪

一同
二
漿
中
殉

口
防
三
二
罪
、

一
防
二
過

時

失

受

稿
二

防
二
過
中
悪
触
二

二
者
残
宿
。

昔
云
レ
防
二
内
宿
幻
為此
レ証無ニ
。
律
例文
知一。
不以
レ開二尽
。形
-

(4)
尽
形
寿
薬

手
受
同
レ
前
。

口
受
亦
有
下
生
二
六
罪

一者
加
無
病
而
服
吉
羅
。

余

如
二
随
相
非
時

・
不
受

・
残
宿

三
戒
具
明
幻

尽
形
寿
薬

手
受
同
レ
上
。

口
防
二
六
罪
幻

一
過
時
失
受
不
受
、

二
悪
触
、

三

(
2
6
)

残
宿
、
四
内
宿
、
五
或
有
二内
煮
↓
六
自
煮
。
作以
熟変
故生
。

ま
た
四
薬

中
、
七
日
薬
は
な
ぜ
罪
が
重
く
、
余

の
三
薬
は
軽

い
の
か
、

と
い
う
問

に
対
し
て
、

(1)
即
用
資
強
、
垢
心
厚
重
。

(2)
体
現
常
存
、
聖
開
二説
浄
噛
反
二違
仏
教
一過
レ限
不
レ説
。
故
重
。
余
薬
反

(
2
7
)

レ此
。
故
軽
。

と
答
え
て
い
る
。
ま
た
比
丘
が
非
時
に
食
べ
た
と
き
、
幾
罪
を
具
す
る

か
、

の
問

に
対

し

て
は
、

時
薬

一
咽
七
罪
。

非
時

・
残
宿

・
不
受

三
波
逸
提
、

内
宿

・
内
煮

・
自
煮

・

(
2
8
)

悪
触
四
突
吉
羅
。

と
答

え

て

い
る
。

上

述

の
よ

う

に

「
行

事

砂

」

は
、

四

薬

に
対

す

る
浄

法

と
、

浄

地

・

浄

厨

に
対

し

て
、

律

蔵

の
伝

統

的

解

釈

を

尊

重
す

る

こ
と

に
努

め

て

い

る

が
、

中

国

の
出

家
教

団

に

お

け

る
偽

濫

僧

の
破
戒

行

為
、

寺
院

経

済

の
急

激

な
向

上
、

僧

尼

の
日

常

生

活

の
貴

族

化

と

が
、

不

断

に
進

展

し

て

い
た

事
実

か

ら

考

え

れ

ば
、

四

薬

の
授

受

の
規
定

も
、

基

本

的

な

在

り

方

を

示

し

た
も

の

で
あ

つ

て
、

必

ず

し
も

守

ら

れ

た
と

は
思

わ

れ

な

い

の

で
あ

る
。

1
 

法
苑
珠
林
巻
九
三
、

九

四
、

(大

正
蔵
巻

五
十

三

所

収
)
。

2
 
釈
門

自
鏡
録

(
大
正
蔵
巻
五

一
所
収
)
。

3
 

冥
報
記

(
大
正
蔵
巻

五

二
所
収
)
。

4

・
5
・
6
 
行
事
妙

「
四
薬
受
浄
篇
」
(
大
正
蔵
巻

四
〇

・
一
一
八
上
)
。

7

同
上
、

二
一
九
上
。

8

・
9
 
行
事

紗

「随

戒

釈

相
篇
」
(
大
正
蔵
巻

四
〇

・
八
三
上
)
。

10
・
1
1
 同

上
、

八
三
中
。

12
 
四
分
律

鉛
批
巻

一
九

(
続
蔵
経
第

二
輯
第
六
七
套
第

四
冊
、

四
〇
〇
頁
)
。

13
 
四
分
律

行

事

砂

資
持
記
巻
中

(
大

正
蔵
巻

四
〇

・
三

一
九
下
)
。

14
 
同
上
、

三
八
〇
下
。

15
 

四
分
律
砂
簡
正
記
巻

二
六

(続
蔵

経
第

一
輯
第

六
八
套
第
五
冊

四
七
三

頁
)
。

16
 
行
事
砂

「
四
薬
受
浄

篇
」

(
大
正
蔵
巻

四
〇

・
一
一
九
下
)
。

17
 
同
上
、

一
二
〇

上
。

18
 

四
分
律
巻
五
十
四

(
大
正

蔵

巻

二

二
、

九

六
八
下
)
。

19
 
行
事
砂

「
四
薬

受
浄
篇
」
(
大
正
蔵
巻

・
四
〇

・
一
二
二
中

下
)
。
2
0
 
平
川
彰

「
律
蔵

の
研

究
」
七
〇
〇
頁
参
照
。

21
 
行
事
砂

「
四

薬
受
浄
篇
」

(
大
正
蔵
巻

四
〇

・
二
二
二
下
)
。

2
2
 同

上

「
随
戒
釈

相
篇
」

(
大
正
蔵
巻
四
〇

・
八
四
上
)
。

23
・
24
 

同
上

「
四
薬
受

浄

篇
」

(
大

正

蔵

巻

四
〇

・
二
二
三
上
中
)
。

25
 

同
上

「
随
戒
釈
相
篇
」
(
大
正
蔵
巻
四
〇
・

八
三
上
)
。

26
・
27
・
28
 
同

上

「
四
薬
受
浄
篇
」

(
大

正
蔵

巻

四
〇

・
一
二

四
中
下
)
。

(
駒
沢
大
学
教
授

・
文
博
)

道

宣

の

食

物

観

(
佐

藤
)
 

一
〇
三

-585-


